
令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
目
一
〇
番
地
二

八
む
つ
み
ビ
ル
三
階

株
式
会
社
花
香

代
表
清
算
人

花
香
み
ゆ
き

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
五
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

神
奈
川
県
横
浜
市
南
区
高
根
町
一
丁
目
四

四
〇

Ｋ
Ｙ
Ｓ
オ
フ
イ
ス
二
Ｆ
Ａ
〇
〇
六

巨
米
商
貿
合
同
会
社

清
算
人

羅

穎

詩

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
五
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

横
浜
市
南
区
高
根
町
一
丁
目
四

四
〇
Ｋ
Ｙ
Ｓ
オ

フ
イ
ス
二
Ｆ
Ａ
〇
一
〇

安
益
盛
合
同
会
社

清
算
人

于

莉

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
八
日
を
も
っ
て
解
散
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

石
川
県
小
松
市
土
居
原
町
一
三

一
八
Ｋ
ｏ
ｍ
ａ

ｔ
ｓ
ｕ
九
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
内

合
同
会
社
レ
ガ
ロ
プ
ロ
パ
テ
ィ

代
表
清
算
人

小
林

直
人

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

長
野
県
安
曇
野
市
豊
科
四
七
〇
八
番
地

あ
づ
み
コ
ン
タ
ク
ト
株
式
会
社

代
表
清
算
人

藤
森

昇

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

長
野
市
稲
葉
二
二
〇
五
番
地

有
限
会
社
バ
イ
ン
オ
ウ
ク
高
木

清
算
人

高
木

康
博

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

岐
阜
県
本
巣
郡
北
方
町
高
屋
白
木
二
丁
目
三
七
番

地
の
二

有
限
会
社
デ
・
ド
ー
ル

清
算
人

野
間

正
人

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
。
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

静
岡
県
富
士
市
今
泉
九
丁
目
五
番
一
〇
号

株
式
会
社
東
海
科
学

代
表
清
算
人

松
下

茂
実

解
散
公
告

当
社
は
令
和
八
年
二
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。
な
お
、
右
記
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
時
は
清
算
か
ら
除
斥
い
た
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

静
岡
市
葵
区
南
安
倍
一
丁
目
三
番
一
八
号

株
式
会
社
高
橋
レ
ザ
ー

代
表
清
算
人

小
林

里
恵

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
一
日
開
催
の
社
員
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

静
岡
市
葵
区
山
崎
二
丁
目
一
七
番
地
の
一
六

一
般
社
団
法
人
日
本
ロ
ー
プ
ア
ク
セ
ス
工
法
研

究
会

代
表
清
算
人

近
藤

大
智

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
田
町
一
丁
目
九
一
ル
ー
ブ
ル

ハ
ウ
ス
二
〇
六

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｍ

代
表
清
算
人

清
水

貴
寛

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き

は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

名
古
屋
市
緑
区
有
松
南
五
〇
一
番
地

合
資
会
社
ア
イ
テ
ィ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

清
算
人

加
藤

文
典

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き

は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

名
古
屋
市
緑
区
浦
里
四
丁
目
二
二
八
番
地
県
営
鳴

海
住
宅
Ｅ
棟
七
〇
六
号

株
式
会
社
Ｓ
Ｓ

代
表
清
算
人

清
家

大
輔

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
二
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い

と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

名
古
屋
市
中
区
三
の
丸
一
丁
目
一
四
番
七
号
本
丸

ビ
ル
三
一
一
号
室

Ａ
Ｓ
Ａ
Ｈ
Ｉ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

劉

涓
汶

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
九
日
総
社
員
の
同
意
に
よ
り

解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

京
都
市
左
京
区
岩
倉
忠
在
地
町
三
三

一
〇

東
商
建
設
合
同
会
社

清
算
人

谷

諭

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

京
都
府
京
丹
後
市
峰
山
町
新
治
四
三
七
番
地

有
限
会
社
北
村
建
設
工
業

清
算
人

北
村

隆
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
四
月
六
日

大
阪
市
生
野
区
小
路
東
一
丁
目
六
番
六
号

レ
リ
シ
ー
珈
琲
株
式
会
社

代
表
清
算
人

柴
田

昌
廣




		2026-04-03T14:39:32+0900
	C＝JP,O＝Cabinet Office,CN＝Cabinet Office
	NationalPrintingBerau
	内閣府より署名済み


	



